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特集Ⅱ　市職員の給与と人事

職員の種類 職員数
（Ａ）

給　与　額 １人当たり給与
年額(Ｂ／Ａ)給料 諸手当 期末・勤勉手当 計(Ｂ)

一般職 人 千円 千円 千円 千円 千円
1,127 4,208,206 926,037 1,484,591 6,618,834 5,873

再任用 88 131,080 10,548 24,197 165,825 1,884
合計 1,215 4,339,286 936,585 1,508,788 6,784,659 5,584

経験年数
区別 初任給 10年以上

15年未満
15年以上
20年未満

20年以上
25年未満

大
学
卒

苫小牧市職員 172,200円 271,500円
（263,900円)

327,100円
（316,700円)

375,000円
（358,900円)

国家公務員
総合職(Ⅰ種)
一般職(Ⅱ種)

185,800円
172,200円

285,932円
（264,447円)

336,328円
（309,859円)

381,555円
（350,718円)

高
校
卒

苫小牧市職員 140,100円 237,200円
（230,600円)

295,600円
（287,400円)

335,000円
（324,100円)

国家公務員 140,100円 237,002円
（223,456円)

290,171円
（268,240円)

327,424円
（302,095円)

表１　職員給与の支給状況

※特別職は含まない。　※諸手当には退職手当を含まない

※国家公務員の（　）は「給与改定・臨時特例法」による減額後の平均（平成25年４月１日現在）
※国家公務員（大学卒）の経験年数別給料月額は総合職と一般職の平均
※苫小牧市職員の（　）は「臨時特例法」による減額後の平均（平成25年７月１日現在）

（平成24年度一般会計決算）

表２　一般行政職の初任給と経験年数・学歴別平均給料月額

区分 人数

分
限
処
分
者
数
（
人
）

降 給 0

降 任 0

休 職 17

免 職 0

計 17

懲
戒
処
分
者
数
（
人
）

戒 告 2

減 給 1

停 職 1

免 職 0

計 4

区　分 受講者数 内　容

職
場
外
研
修

集
合
研
修

基本
研修 385人

新採用基礎・継続、一般職員
Ⅰ～Ⅲ、監督者Ⅰ～Ⅱ、管理
者Ⅰなど

特別
研修 1,377人

体験型交通安全、情報セキュ
リティなど時宜にかなった研
修、専門・実務的知識の取得
など

派
遣
研
修

研修専
門機関
研修

40人
市町村職員中央研修所、全国
建設研修センター、北海道市
町村職員研修センターなど

その他 5人 国内都市派遣

職
場
研
修

集合研修 － 80職場　471件（各職場内で
企画実施）

派遣研修 789人 64職場（道庁、胆振総合振興
局など）

自主研修 84人 通信教育、自主研究グループ

研修の状況分限・懲戒の状況
　

平
成
24
年
度
に
お
い
て
は
、
年
１
回
（
１
月
）
、
職

級
昇
任
（
現
在
の
級
よ
り
も
上
位
の
級
に
任
命
す
る
こ

と
）
の
対
象
者
に
対
し
、
上
司
に
よ
る
評
価
を
行
い
ま

し
た
。
ま
た
、
管
理
職
を
対
象
と
し
て
、
人
事
評
価
制

度
を
試
行
実
施
し
ま
し
た
。

　

平
成
24
年
度
の
実
施
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

職
後
の
年
金
給
付
、
住
宅
資
金
な
ど
の
貸
し
付
け
を
行
っ

て
い
ま
す
。

災
害
補
償
制
度

　

職
員
が
公
務
上
で
災
害
を
被
っ
た
場
合
の
補
償
を
行
っ

て
い
ま
す
。
（
平
成
24
年
度
の
公
務
上
の
災
害
件
数
＝
公

務
災
害
16
件
、
通
勤
災
害
２
件
）

厚
生
制
度

　

職
員
住
宅
の
貸
し
付
け
、
保
健
室
・
休
養
室
・
休
憩
室

の
設
置
、
健
康
診
断
の
実
施
、
作
業
服
な
ど
の
貸
与
を
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
全
職
員
加
入
の
苫
小
牧
市
役
所
職
員

福
利
厚
生
会
（
会
員
数
１
千
493
人
）
で
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
、
健
康
教
室
な
ど
の
セ
ミ
ナ
ー
開
催
、
人
間
ド
ッ
ク

な
ど
の
健
診
助
成
、
保
養
所
利
用
助
成
、
港
ま
つ
り
へ
の

参
加
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

共
済
制
度

　

職
員
と
そ
の
家
族
の
病
気
な
ど
に
よ
る
健
康
保
険
、
退

職
員
給
与
の
支
給
状
況

　

職
員
給
与
は
、
職
員
に
支
給
さ
れ
る
毎
月
の
給
料
と
、
扶
養
手

当
・
住
居
手
当
・
通
勤
手
当
・
時
間
外
勤
務
手
当
な
ど
の
諸
手
当
、

民
間
企
業
の
賞
与
に
あ
た
る
期
末
・
勤
勉
手
当
な
ど
を
合
わ
せ
た
も

の
で
す
。
表
１

一
般
行
政
職
の
初
任
給
と
経
験
年
数
・
学
歴
別
平
均
給
料
月
額

　

職
員
の
初
任
給
は
、
民
間
企
業
の
水
準
を
考
慮
し
て
決
め
ら
れ
て

い
る
国
家
公
務
員
の
初
任
給
を
参
考
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
経
験

年
数
・
学
歴
別
の
平
均
給
料
は
表
２
の
と
お
り
で
す
。

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
の
状
況

　

平
成
24
年
度
に
お
い
て
は
、
前
年
度
か
ら
の
繰
り
越
し

を
含
め
た
措
置
の
要
求
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

※
職
員
は
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
し
、

市
の
当
局
か
ら
適
当
な
措
置
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
公
平
委

員
会
に
対
し
て
要
求
が
で
き
ま
す
。

不
利
益
処
分
に
関
す
る
不
服
申
し
立
て
の
状
況

　

平
成
24
年
度
に
お
い
て
は
、
前
年
度
か
ら
の
繰
り
越
し

を
含
め
た
不
服
申
立
て
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

※
職
員
は
懲
戒
そ
の
他
そ
の
意
に
反
す
る
不
利
益
な
処
分

に
関
し
、
公
平
委
員
会
に
不
服
の
申
し
立
て
が
で
き
ま
す
。

研
修
の
状
況

勤
務
成
績
の
評
定
の
状
況

（平成24年度）
（平成24年度）

　

平
成
24
年
度
の
分
限
お
よ
び
懲
戒
の
状
況
は
次
の
と

お
り
で
す
。

⬅　

次
ペ
ー
ジ
へ
続
く　

⬅

研
修
お
よ
び
勤
務
成
績
の
評
定
の
状
況

研
修
お
よ
び
勤
務
成
績
の
評
定
の
状
況

福
祉
お
よ
び
利
益
の
保
護
の
状
況

福
祉
お
よ
び
利
益
の
保
護
の
状
況

分
限
お
よ
び
懲
戒
の
状
況

分
限
お
よ
び
懲
戒
の
状
況

公
平
委
員
会
の
業
務
の
状
況

公
平
委
員
会
の
業
務
の
状
況

給
与
の
状
況

給
与
の
状
況

　

市
職
員
の
給
与
・
主
な
諸
手
当
の
支
給
状
況
、

期
末
・
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
な
ど
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
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